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 国と地方は総力を挙げて地方創生に取り組んできたが、少子高齢

化・人口減少の緩和、東京一極集中の是正は依然として大きな課題で

ある。コロナ禍で生じた集中から分散への価値観の変化など、社会情

勢の大きな変化を前向きにとらえ、こうした構造的な課題を解決し

ていくことが重要である。 

こうした中で、国においては、「デジタル田園都市国家構想総合戦

略」を閣議決定し、デジタルの力を活用して、「全国どこでも誰もが

便利で快適に暮らせる社会」を目指すことが示された。 

九州・山口地域は、合計特殊出生率が総じて高く、人口移動が圏域

内にとどまる割合も高いという強みを持っているほか、成長著しい

アジアに近接する地理的優位性も有している。 

我々は、これらの特性を活かし、官民一体となって「第２期九州

創生アクションプラン“ＪＥＷＥＬＳ＋”」を実践している。 

国においては、厳しい地方財政の現状や地域経済の実情を勘案し

つつ、地方が長期的な視点から一層の地方創生に取り組めるよう、以

下の項目について、適切に対応するよう求める。 

 

１ デジタル田園都市国家構想総合戦略における地方創生 

（１）地方創生の一層の加速 

国と地方を挙げて地方創生に取り組んでいるが、少子高齢化・

人口減少の大きな流れは変わらず、依然として東京圏への一極集

中が続いている。 

一方で、地方への移住や就業に対しての国民の関心が高まると

ともに、東京から地方への人の流れが見られるなど、社会情勢が

これまでとは大きく変化している。 

このような新たな潮流を地方創生につなげていくためにも、地
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方における仕事の場づくりや若者や女性の移住定住対策などの

地方の社会課題解決について、デジタルの力を活用した取組に加

え、デジタルの力によらない従来の取組についても引き続き推進

し、地方創生の一層の加速を図ること。 

 

（２）地方の取組を支えるための財源拡充 

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指して、

デジタルの力を活用しつつ、地域の個性を活かしながら社会課題

の解決や魅力の向上を図る「デジタル田園都市国家構想」を推進

するため、「デジタル田園都市国家構想交付金」 について、安定

的に予算枠を確保・拡充すること。 

また、同交付金については、地方の意欲的な取組や地方創生の

継続的な取組みに支障が生じることなく、地方の実情に即した創

意工夫による取組みへの支援となるよう、更なる改善を図ること。 

 

２ 構造的課題に対する思い切った対策 

（１）デジタル社会の実現に向けた取組の加速化 

コロナ禍で生まれた社会情勢の変化を成長につなげ、地方創生

を実現していく上で、その原動力となるデジタル化を推進し、

様々な地域課題の解決やイノベーションの創出を図っていくこ

とが重要である。このため、デジタルトランスフォーメーション

に積極的に取り組む地方に対し、人的・財政的・技術的な支援策

を充実・強化すること。 

 

（２）新たなイノベーションの創出 

地方におけるデジタルトランスフォーメーションの実現・拡大

のため、中小企業・小規模事業者のＩＴ導入の加速による業務効

率化や、ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ、ロボット等の先端技術・

設備の導入などによる経営革新、生産性向上に向けた支援を充実

すること。 

特に、先端技術を活用した付加価値の高い新たな産業の育成や、
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そのための拠点形成などは、地域課題の解決を図る上で布石とな

る重要な取組であるため、民間企業や自治体が行う先端技術への

挑戦に対する支援を充実すること。 

 

（３）宇宙による新たな地方創生への挑戦 

宇宙産業は、２０４０年代までに現在の３７兆円から３倍の 

１２０兆円規模になると予測されている成長分野であり、地方と

民間企業は、「宇宙」を推進力とする、地方創生、経済成長の実

現に果敢に取り組んでいることから、国においても、「宇宙基本

計画」「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に基

づく取組の強化、加速化を強力に推し進めること。 

特に、宇宙産業基盤強化に資する制度整備を検討するとともに

現行制度の適切な運用を図ること。 

また、コンステレーション構築及び実証事業や、衛星データの

政府調達や利活用、有人輸送など新たなビジネスを見据えた射

場・スペースポート整備を推進すること。 

 

（４）しごとの場づくりと働き方改革への対応 

地方において魅力ある働く場を確保するためには、大企業の本

社機能等の移転や、地域経済の担い手である中小企業・小規模事

業者の成長が不可欠であることから、企業の地方拠点の強化、研

究開発や設備投資に対する支援等を強化すること。 

また、「デジタル田園都市国家構想」で推進するリモートワー

ク、地方でのしごとの場づくりや働き方改革に資するサテライト

オフィスの設置を進める上でも、過疎・離島等の条件不利地域や

民間事業者による整備が見込めない地域におけるＩＣＴ基盤整

備等の支援策を拡充すること。 

 

（５）少子化の歯止め対策 

我が国の年齢構成から見れば、現時点で合計特殊出生率２．０

７を回復・維持できたとしても、今後数十年間は人口減少が続く
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ことが見込まれており、まずは少子化の流れを緩和し、歯止めを

かけていくことが喫緊の課題である。 

若者が結婚や子育てに希望を持ち、安心して子どもを生み育て

られる環境づくりを進めるため、出会い・結婚、妊娠・出産、子

育てまで、地域の実情に応じた切れ目のない支援を行う地方の取

組に対し、支援を強化・拡充すること。 

 

（６）若者や女性の移住定住対策の充実・強化 

若者や女性の人口流出に歯止めをかける移住定住対策や活力

ある地域づくりのための関係人口の創出・拡大など、地方とのつ

ながりの構築や地方への新しい人の流れをつくる取組を強力に

推進すること。 

なお、東京一極集中の是正として進められている中枢中核都市

の機能強化に当たっては、中枢中核都市が「ミニ一極集中」とな

り周辺市町村が疲弊することのないよう留意すること。 

 

（７）九州地域へのＩＲ導入 

ＩＲについては、昨年４月に長崎県が国へ区域整備計画の認

定申請を行い、現在、国が設置した審査委員会において、引き

続き審査がおこなわれているところである。 

ＩＲ導入は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた

観光関連産業や地域経済を活性化し、アフターコロナにおける

地方創生、ひいては我が国の発展に貢献するものであることか

ら、各地域における理解を前提として、都市部のみならず地方

へのＩＲ導入を進めること。 

特に、九州はアジアに近く、上質な温泉地や豊かな自然のほ

か、多様な文化、歴史など魅力的な観光資源を有していること

に加え、ＩＲがもたらす高い経済効果を九州内へ広く波及させ

ることを目的として、経済団体、行政、議会が一体となったオ

ール九州による推進体制が構築されており、民間主体のビジネ

スネットワークの組成や広域周遊観光の促進に向けた具体的な

検討が進められているなど、ＩＲ導入の最適地であることか
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ら、現在、長崎県が誘致を目指している九州・長崎ＩＲに係る

区域整備計画を認定すること。 

なお、ＩＲ導入に際しては、ギャンブル依存症等の懸念され

る事項への実効性ある対策を講じるとともに、感染症対策にも

万全を期すなど、健全性や安全性を十分確保すること。 

 

（８）観光復興を契機とした地域活性化に対する支援 

観光復興を、地方創生加速の契機とするため、地域が独自の

観光資源を活用して取り組む課題への挑戦に対して、支援を行

うとともに、2025年日本国際博覧会などの大規模イベントを活

用した、地方への戦略的誘客を支援すること。 

 

（９）国際スポーツ大会の開催等に対する支援 

ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会などの国際的なスポーツ大会は、観光振

興、地域活性化に貢献するとともに、大きな経済波及効果が期

待される。 

さらなる大会誘致を進めるため、地方が行う施設整備・改修

やキャンプ誘致などの受入環境整備、競技普及、観光の魅力向

上について継続的に支援を行うこと。 

 

（10）ツール・ド・九州の成功に向けた支援とツーリズムの推進 

九州・山口が一丸となって取り組むツール・ド・九州は、ス

ポーツ大会の域に留まらず、この地域ならではの大自然や文

化、豊かな暮らしを国内外に発信する絶好の機会である。 

このツール・ド・九州を継続的に開催し、地方創生を加速さ

せるため、国際サイクルロードレース認定への取組を積極的に

支援するとともに、円滑な大会開催に向けた財政支援を充実す

ること。 

また、この機会にサイクルツーリズムの機運を高め、新たな

観光客を呼び込むために、九州・山口のコースをナショナルサ

イクルルートに指定すること。 

 

-5-



 

 

（11）国民体育大会・国民スポーツ大会の開催を契機とした活性化 

新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けたス

ポーツ活動を再活性化し、人々の活力を取り戻すとともに、スポ

ーツを活用した交流人口の増加や地域産業の振興など、九州全体

の活性化につなげるため、史上初、同一ブロックで２年連続開催

となる２０２３年鹿児島国民体育大会、２０２４年佐賀国民スポ

ーツ大会の双子の大会や、２０２７年宮崎国民スポーツ大会を必

ず成功させる必要がある。 

そのため、感染症の影響による開催県の財政需要の増加に対し、

国が責任をもって確実に財源措置するとともに、大会の魅力を高

めるスポンサーゲームの開催など新たな大会運営の実現に向け

た取組を積極的に支援すること。 

 

３ 社会資本の地域間格差の是正 

地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大き

く変化している中、デジタル田園都市国家構想総合戦略の策定に

より、東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方か

ら全国へとボトムアップの成長につなげていく取組みが進めら

れている。このような中、人や産業の地方分散に不可欠な基幹的

公共インフラの地域間格差の早期是正など、分散型国づくりを戦

略的に進め、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」

を推進すること。 

 

４ 地方創生に資する分権改革等の推進 

真の地方創生を実現するには、国の過剰な関与を縮小し、地方

の権限と責任を拡大する地方分権改革を進めることが重要であ

ることから、地方創生の実現に向けて必要な規制緩和等に係る提

案の実現に断固たる姿勢で取り組むこと。また、国と地方公共団

体は対等・協力の関係であることに鑑み、地方公共団体の自主性

及び自立性を十分に尊重すること。特に、裁定的関与については、

地方自治体が「自らの判断と責任で行政を運営する」という原則

に立ち、国と都道府県、市町村それぞれが対等な立場で責任を果
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たせるよう見直すこと。 

併せて、国の出先機関の地方移管に向けた議論を進めること。 
 

令和５年６月 

 九州地方知事会長 

    熊本県知事 蒲島 郁夫 
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ウィズコロナへの新たなステージへの移行、原油価格・物価の高騰

による難局の中、デジタル田園都市国家構想を踏まえ、多様な分野で

のデジタル変革（ＤＸ）に積極的に取り組むなど、国と地方が一体と

なり、強力な施策を講じていくことが重要である。 

国においては、地方創生の要として地方がそれぞれの実情に応じ

自主的に進める産業振興施策に対して、規制緩和や予算重点配分等

によりスピード感を持って強力に支援するよう求める。 

 

１ 地域経済の諸課題を解決するための経済政策 

（１）原油価格・物価高騰等に対する支援 

新型コロナウイルス感染症の影響に加え、急激な円安の進行や

ロシアのウクライナ侵略等に伴う物価高騰の影響などにより、全

国で幅広い業種の事業者がより厳しい状況に立たされているこ

とを踏まえ、事業者の資金繰り支援について、融資の迅速かつ柔

軟な実行の徹底、返済猶予・条件変更等も含めた金融機関への指

導や自治体が独自に行う損失補償や利子及び信用保証料の補助

に対する財政措置を講ずるとともに、また、事業継続や事業再構

築等に対する支援策の一層の拡充を図ること。 

加えて、国が定める公定価格等により経営を行う社会福祉施設

や医療機関等においても、患者・利用者等に安心・安全で質の高

いサービスや医療の提供、公衆衛生の維持ができるよう、臨時的

な公定価格の改定等の対策を早急に講じること。 

 

（２）観光関連産業の本格的な復興 

インバウンドの本格的な復興に向けて、観光産業の高付加価値

化の推進や訪日プロモーション強化の継続、さらに、２０２５年

九州・山口地域の産業政策について 
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日本国際博覧会などの大規模イベントを活用した地方への戦略

的誘客を進めること。 

また、旅行需要の回復に伴い、宿泊業で人手不足が深刻化して

いることから人手不足の解消やＤＸの活用等による生産性向上

に対する支援を行うこと。 

 

（３）人手不足対策と働き方改革への支援 

労働力人口の減少による人手不足問題が顕在化し、景気回復へ

の影響も懸念される中、地方を支える中小企業における多様な産

業の担い手を確保し、その能力を最大限発揮する環境を整えるこ

とが重要である。 

そのため、若者、女性、高齢者、障がい者等がともに働きやす

く魅力ある職場づくり、地方における人手不足対策及び働き方改

革の推進について、適切な支援を行うこと。 

特に、介護・看護・保育人材の確保が困難になっているため、

現行の配置基準の改善を早急に実現するとともに、他産業と遜色

ない水準まで処遇改善等を図ること。併せて、介護における「介

護福祉士修学資金等貸付制度」については、従来どおりの制度運

用が継続できるよう、貸付原資を確保すること。また、貸付原資

の都道府県への交付については、貸付決定等に支障を生じること

のないよう、原資の枯渇前のなるべく早期に行うこと。 

「技能実習」や「特定技能」といった外国人材の受入に係る制

度の見直しについては、地方の意見や実情を十分に踏まえ、国に

おいて具体的な対策を講じること。また、外国人受入環境整備交

付金について交付対象とする事業の範囲を拡大するなど、外国人

と日本人の共生社会実現に向けた支援を継続すること。 

 

（４）第４次産業革命の地方への導入・普及と先端技術への挑戦 

人口減少の進行など地方が抱える社会的課題の解決やデジタ

ル田園都市国家構想の推進のため、ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ

等の先進的活用事例の情報提供に努めるとともに、先端技術の社
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会実装、とりわけ遠隔医療・教育、次世代モビリティサービスな

ど、５Ｇを利活用した地方の取組を後押しするため、支援の充実

や必要な規制緩和を進めること。 

また、付加価値の高い新たな産業を育成するため、先端技術を

有する企業・人材を地方に呼び込み、実証実験や実装、拠点形成、

ＩＴ人材育成等に取り組む自治体に対し支援すること。 

 

（５）中小企業の生産性向上の支援 

最低賃金については、九州各県において、令和４年１０月から

目安額の３０円と同額以上の引き上げが決定されたところであ

るが、中小企業・小規模事業者は新型コロナウイルス感染症や原

材料費等の高騰、物価の上昇等の影響により特に厳しい状況に追

い込まれていることから、雇用コスト増等を十分に踏まえた激変

緩和の観点から事業存続等に向けた支援策を強化すること。 

また、ＩＴ導入や設備投資等に係る支援については、特例期間

を延長する等、柔軟な支援を継続すること。 

 

（６）商工会館の防災強化等 

甚大な影響を及ぼす大規模災害等が相次ぐ中、商工会・商工会

議所は、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち

早い復旧を支援するため、市町村と共同で、小規模事業者の事業

継続力強化を支援するための計画を作成している。 

一方で、支援側の商工会・商工会議所が入居する商工会館の多

くは老朽化が進行し、建替又は大規模改修等が必要な状況にある。 

災害等発生時、地域の小規模事業者を円滑に支援するため、市

町村と連携して商工会館の防災機能の強化等に取り組む商工団

体に対する財政的支援を実施すること。 

 

（７）新しいシリコンアイランド九州の創造に向けた基盤整備 

活況な半導体関連産業において人材不足が深刻化してきてい

る中、九州においても多くの雇用が予定されており、人材の育成・
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確保が喫緊の課題となっているため、人材の確保や育成等に取り

組む自治体に対し、継続して支援するとともに、必要に応じて国

主導による関係業界の連携強化や、大学等高等教育機関の学部・

学科新設、定員増に取り組むこと。 

半導体サプライチェーンの強靭化を実現し、安定供給に必要な 

体制を確保するため、半導体関連企業が実施する設備投資等に対

し、財政的支援を拡充するとともに継続した予算確保を行うこと。

また、先端技術の開発に向けた企業間のネットワーク構築等に対

する研究開発等に係る財政的支援を拡充すること。 

国内外の半導体関連企業等が進出する際の受け皿となる工業

団地や関連するインフラ整備を行う自治体に対し、継続した財政

的支援を行うとともに、国外からの半導体関連人材の受入れに伴

い発生する在留関係の諸手続きが、円滑・迅速に進むよう取り組

むこと。 

さらには、国内外の半導体関連企業等の進出が、新しいシリコ

ンアイランド九州の創造につながるよう、九州・山口地域内の物

流・交通インフラが加速度的に整備されるよう特段の予算を確保

すること。 

 

２ 農林水産業の競争力強化と持続的発展 

（１）農林水産業の成長産業化 

九州・山口地域は農林水産業が主要な産業であり、農業産出額

は全国の約２割を占めるなど、国内食料供給の重要な拠点となっ

ている。 

このため、農林水産業の競争力強化と持続的発展に向け、以下

のとおり取り組むこと。 

新たな新規就農者施策については、新規就農者を安定的に確保

していくために、活用しやすい制度にするとともに十分な予算を

確保すること。 

ＤＸで飛躍的な生産性向上や流通等の改善を図るため、農林水

産業分野へのデジタル技術の導入・実装に向けた技術開発・改良
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と人材育成に係る予算を確保すること。 

中でも、「スマート農林水産業」については、ロボット技術やＩ

ＣＴ等の先端技術を活用した地方での先進的な取組に対し、規制

改革等を通じた支援を行うとともに、普及促進するための実証・

実装や人材育成に係る予算を確保すること。 

「みどりの食料システム戦略」については、農林水産業のＣＯ２

ゼロエミッション化等の実現に向けて、都道府県における研究開

発、実証、社会実装という段階的な取組が円滑に進むよう必要な

予算を確保するとともに、有機栽培をはじめとしたグリーンな栽

培により生産された農産物の消費拡大に対する国民への理解醸

成を更に図ること。 

６次産業化等による農林水産物の高付加価値化や輸出等の取

組については、予算の重点配分とともに、地域の実情に応じて柔

軟な政策対応ができるよう、引き続き必要な予算確保を行うこと。 

国際競争力の強化については、ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、

日米貿易協定、日英ＥＰＡ及びＲＣＥＰ協定の発効後の動向に加

え、ＴＰＰ等各協定の内容を踏まえ見直しを行った「総合的なＴ

ＰＰ等関連政策大綱」に基づき、国際競争力の強化に資する予算

を拡充し、地域にとって自由度の高い十分な予算を継続的に確保

するなど、万全の措置を講ずること。 

また、二国間の輸出動植物検疫協議など輸出相手国の規制等の

緩和・撤廃に向けた取組を加速化すること。 

 

（２）農業の競争力強化等のための基盤整備と農村環境の保全 

水田のフル活用を推進するため、水田畑地化・汎用化等による

野菜など高収益作物への転換に必要な機械・施設整備を支援する

とともに、農地の大区画化や排水対策、客土・土壌改良、農業水

利施設の機能向上・長寿命化対策など、農業の競争力強化や中山

間地域の特性に応じた基盤整備を進めること。 

併せて、防災・減災対策として、ため池をはじめとした土地改

良施設の維持管理・保全・整備等に係る十分な予算の確保や農業
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用ダムの洪水調節機能強化に向けた施設の維持管理、土地改良区

の運営基盤等強化に係る支援を行うこと。 

また、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防

止・解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化を図るため、

農地情報の共有化、農地中間管理機構活用の環境整備を進めると

ともに、農業委員や農地利用最適化推進委員、農地中間管理機構

などが実施する事業に必要となる予算を十分に確保すること。 

優良農地の確保と商工業用地などの都市的利用との調整を図

り、産業政策の基本となる土地の有効利用を目的とする農地転用

制度について、法令に対する信頼性を確保する観点から、行政指

導に従わず違反状態が解消しない違反転用案件については、優良

農地以外の農地であっても違反状態の是正が可能となるよう農

地転用許可制度の運用の見直しを行うこと。 

農業・農村が持つ多面的機能を発揮するため、営農や地域活動

が着実に継続できるよう、多面的機能支払交付金などの日本型直

接支払制度に係る十分な予算の確保と、事務手続きの簡素化を図

ること。 

特に、中山間地域等直接支払制度については、集落が協定に定

めた活動を着実に取り組めるよう予算を十分に確保し、高齢化が

進む中でも前向きに協定に参加できるよう農業生産活動を継続

して行う期間の短縮、交付申請書作成等の負担軽減や外部人材確

保への支援充実など、地域の実情に即した制度改善を行うととも

に、多面的機能支払交付金については、流域治水の一環である「田

んぼダム」の取組面積の拡大に向けて、田んぼダム用桝及び堰板

の導入や畦畔の補強を加速的に行うことができるよう、活動組織

に対する加算措置の拡充を図ること。 

一方で、水田での飼料作物等の作付けにより、農地を守ってき

た中山間地域などの条件不利地域では、水田活用の直接支払交付

金の見直しによって耕作放棄地の増加が懸念されることから、地

域への影響を踏まえた支援や弾力的な制度運用を行うこと。 

さらに、鳥獣害対策の強化に向け、有害捕獲や侵入防止柵の設
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置などに係る、地域が必要とする予算を確実に確保した上で、国

が目指すニホンジカ、イノシシの頭数半減に向けた取組を推進す

るため、捕獲活動に係る経費の単価を引き上げること。加えて、

捕獲した鳥獣の利活用について適切な支援を行うとともに、簡易

な埋設等の処理方法の検討を行うこと。 

併せて、国庫補助事業などの農業公共投資の実施後、一定年数

を経過した中山間地域の農地について、高齢化等による耕作の放

棄により、放棄された樹園地が有害鳥獣の餌場となるなど、周辺

の営農に支障を及ぼす可能性がある場合には、林地への転用等を

認めるなど農村環境を保全するための方策の検討を行うこと。 

国内で初めて発生が確認されてから日が浅く、被害拡大の恐れ

がある病害虫への対策については、農林水産物の安定生産を図る

ため、適切な病害虫防除が実施されるよう国において必要な予算

を確保すること。特にサツマイモ基腐病など、全国的にも発生が

確認されている病害虫については、被害の軽減を図るため、対策

を総合的に推進する必要があることから、国においても必要な支

援を継続すること。 

 

（３）家畜の伝染性疾病対策の推進 

豚熱、アフリカ豚熱、口蹄疫等の特定家畜伝染病が発生した際

は、侵入経路の分析と発生原因の究明を迅速に行うとともに、侵

入リスクが高い空港・港湾等における水際防疫、防鳥ネットや防

護柵の設置支援、豚熱に感染した野生イノシシにおける防疫措置

区域の拡大等、発生防止やまん延防止の対策を徹底すること。 

特に、近年、国内で多発している高病原性鳥インフルエンザに

ついては、発生予防のための効果的な防疫指導が行えるようウイ

ルスの侵入経路等を早期に究明し、国際的な防疫体制を構築する

とともに、国においても防疫資材の供給体制の構築等を行い、発

生地で滞りなく防疫措置ができるようにすること。 

また、都道府県に義務づけられている家畜保健衛生所等におけ

る検査精度管理体制の強化については、国の責任において必要と
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なる予算を確保し、適切な措置を行うこと。 

さらに、全国的に不足している産業動物獣医師や公衆衛生分野

を含む都道府県獣医師の安定的な確保・育成を図るため、国にお

いて修学資金給付に係る十分な予算の確保並びに、抜本的な改革

のため、獣医系大学における特定地域枠制度や特定職域入学枠制

度等を創設するなど、支援策を充実すること。 

 

（４）林業の成長産業化と森林環境の保全 

林業の成長産業化に向け、路網整備・機械導入や適切な再造林 

対策、今後増加が見込まれる大径材の利活用、ＣＬＴ普及の加速

化、建築物における木材利用の推進、非住宅分野の木造・木質化、

ブロック塀に代わる木製フェンスの設置など、森林・林業・木材

産業グリーン成長総合対策等を継続的に実施できるよう、十分な

予算を確保すること。 

また、分収林地の適正な管理を進めるため、資金調達など森林

整備法人等への支援を強化・拡充すること。 

 

（５）水産物の生産体制の強化と環境改善 

増大するアジアの水産需要を取り込み、水産業を成長産業化す

るため、水産物の輸出を促進するとともに、省力・省コスト機器

の導入促進や共同利用施設・種苗生産施設の整備促進など、収益

性の高い経営体への転換が進むよう十分な予算を確保すること。 

加えて、燃油・資材価格高騰の影響を受けた漁業者が事業を継

続するためのセーフティネット確保などの資金繰り支援、ならび

に影響を受けている水産物等の販売促進に係る支援を継続する

こと。 

また、我が国の漁業権益の確保及び水産物の安定供給のため、

周辺諸国との漁業外交の強力な推進、外国漁船の違法操業に対す

る監視・取締体制を強化すること。 

さらに、「水産政策の改革」等による資源管理の強化については、

漁業種類における不平等が生じないよう、漁業関係者の意見を踏
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まえた制度とするとともに、経営安定のための万全な支援策を講

じること。 

有明海・八代海等においては、具体的な再生目標等を示し、必

要な事業の創設・拡充及び予算確保を行うとともに、有機物・泥

土の除去等の抜本的な対策について国が主体的に実施すること。 

 

（６）県育成品種の海外流出防止対策 

国内品種の海外流出を防ぐとともに、海外における育成者権の

保護については、国内における品種登録制度と同等になるよう、

二国間の協議を進めるなど、対策を講じること。 

また、育成者権の保護と農産物の輸出力強化のため、国は海外

における品種登録を支援する十分な予算を確保すること。 

 

（７）農林水産物の産地偽装対策 

農林水産物の産地偽装を根絶するため、原産地を的確に把握で

きるトレーサビリティ制度の構築や、ＤＮＡ検査などの科学的分

析体制の強化に取り組めるよう十分な予算を確保すること。 

また、原産地表示に係る現行の「長いところルール」について

は、偽装の温床とならないよう実情に応じて見直しを行うこと。 

 

（８）豪雨災害や台風被害等からの農林水産業の早期復旧 

令和２年及び令和３年の豪雨災害、令和４年の台風第１４号被

害などにより、甚大な被害を受けた被災箇所においては、原形復

旧に留まらず被災箇所とその周辺も含めた改良復旧・再編復旧を

推進し、再度被災する事態が繰り返されないようにするとともに、

制度の充実及び十分な予算確保を行うこと。 

 

３ エネルギーの安定供給と再生可能エネルギー等の導入・産業化 

（１）エネルギーの安定供給 

エネルギーの低廉かつ安定的な供給は、国民生活や経済活動を

支える基盤となるものであることから、地域を支える産業の持続
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的成長に資することはもとより、へき地や離島であっても経済的

で安定した供給が将来にわたって受けられることを前提とした

うえで、２０５０年カーボンニュートラルの実現を見据えた適切

な２０３０年エネルギーミックスの実現に向けた責任あるエネ

ルギー政策を着実に実行すること。 

 

（２）新電力の事業撤退による影響への対策 

燃料費価格の高騰や、卸電力市場の価格高騰などを背景として、

新電力が事業から撤退、倒産する例が相次ぎ、これらの新電力か

ら電気の供給を受けていた事業者は、大手電力を含め小売電気事

業者のいずれとも電気の需給契約交渉が成立せず、セーフティネ

ットとして機能する一般送配電事業者の最終保障供給による割

高な料金での電力供給を受けざるを得ない状況にある。 

このため、新たな小売供給契約に円滑に切替えが進むよう必要

な施策を講ずるとともに、電力システム全体の中で安定供給や調

整力が十分に確保されるよう施策を講ずること。 

また、この事態は燃料費価格の高騰に端を発していることから、

発電燃料の安定的な確保・供給について、十全な対策を講じるこ

と。 

 

（３）再生可能エネルギー等の導入拡大と産業化の促進 

地熱・温泉熱やバイオマス、太陽光、洋上風力等、再生可能エ

ネルギー由来電力の一層の導入を促進するため、接続可能量の拡

大等系統連系対策や再生可能エネルギー由来の余剰電力を貯蔵

し、調整する仕組の構築を計画的に進めるとともに、地熱・温泉

熱や小水力等ベースロード電源の電力系統への優先接続等、必要

な制度の見直しや、その特性を踏まえたきめ細かな支援を行うこ

と。 

再生可能エネルギー由来の水素製造の事業化や国内隅々への

水素の供給を実現するため、技術開発・必要な規模の製品開発・

規制緩和・実証・インフラ構築等を一層進めるとともに、燃料電
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池大型トラックの早期社会実装や水素ステーションの広域設置

等、水素の利活用を促進し、関連産業の創出を推進すること。 

なお、再生可能エネルギーの「主力電源化」に向けた取組にあ

たっては、防災、環境・景観保全への配慮、発電事業終了後の設

備廃棄等への地域住民の懸念、出力拡大に伴う需給バランスの保

持やバックアップ電源の確保等によるエネルギーの安定供給等

も踏まえ、円滑な導入・産業化に向けて必要な措置を講じること。 

また、地中熱等の再生可能エネルギーの熱利用についても、導

入拡大や産業化に向けて必要な措置を講じること。 

 

 （４）都市ガスの安定供給確保 

   カーボンニュートラルの実現に向けた「つなぎ」のエネルギー

として期待されるガス燃料について、九州における都市ガス等の

平均価格は全国で最も高く、また供給インフラも脆弱であること

から、価格低減と供給インフラ整備を実現する対策を講じること。 

 

令和５年６月 

 九州地方知事会長 

    熊本県知事 蒲島 郁夫 
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九州地方知事会 
 

 

 

 

 
国・地方の最大の課題である地方創生の推進は、地域間競争の側面

も持つことから、その前提となる競争基盤を整えることが重要である。

しかしながら、現状は、地方を中心に高規格道路のミッシングリンク

や新幹線整備の遅れ等があり、依然として地域間格差は解消されてい

ない。 
地方回帰の高まりなど、社会情勢が大きく変化する中、国が進める

デジタル田園都市国家構想を実現していくためには、東京圏への過度

な一極集中の是正や多極化を図り、「全国どこでも誰もが便利で快適

に暮らせる社会」の構築に向け、時間距離の短縮や多重性・代替性の

確保等を図る交通ネットワークの強化を推進しなければならない。 
それらに加え、離島や半島、山村等の条件不利地域を多く抱える九

州・山口地域においては、移動サービスを最適に組み合わせる MaaS
の推進などにより、地域公共交通を維持・確保していくことが重要で

ある。 
ついては、九州・山口地域の国土強靱化の抜本強化、地方の発展を

支える社会資本整備等の構築に関し、以下の項目について適切に対

応するよう求める。 
 

１ 国土強靱化の加速 

（１）地域の抜本的な国土強靱化対策 

近年、毎年のように全国各地で大規模自然災害が相次ぐ中、国に

おいては「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を

スタートさせ、地方においてもこれを積極的に活用しながら、ハー

ド・ソフト両面で災害予防の徹底に取り組んでいる。また、予想を

九州・山口地域の発展を支える  
社会資本整備等について 
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上回る速度で気候変動の影響が顕在化していることなどから、事前

防災及び減災のための国土強靱化対策も加速していかなければな

らない。 

これまで、５か年加速化対策は補正予算において措置されたとこ

ろであるが、資材価格が高騰する中でも、強力かつ計画的に国土強

靱化を推進するため、必要な予算・財源を安定的に確保するととも

に、予算については円滑な事業執行が図られるよう弾力的な措置を

講ずること。 

また、５か年加速化対策を計画的かつ着実に推進するため、事業

採択前に必要な調査・設計など多額の地方単独費を要する業務につ

いて、補助・交付金や地方債充当の対象とするなど、地方財政措置

の充実・強化を図ること。 

加えて、新たな国土強靱化基本計画に基づき、５か年加速化対策

後も中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化

を推進できるよう、必要な予算・財源の別枠確保などの制度設計に

ついて十分配慮すること。 

 

（２）抜本的な治水・治山対策等 

①水害防止対策 

近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化する水災害リスクの増大に

備えるために、気候変動対応型の復旧・復興を推進するとともに、

「流域治水」の考え方に基づき、堤防整備、河道掘削、堆積土砂の

浚渫、ダムの建設はもとより事前放流やダム再生等による治水機能

強化、田んぼダム等の農地・農業水利施設の有する多面的機能を活

用した取組、砂防堰堤や遊砂地等の整備、内水浸水対策強化のため

の雨水貯留施設や下水道等の整備、民間企業等による雨水流出抑制

対策への支援、土地利用・住まい方の工夫など、流域全体において

水災害を軽減させる治水対策に必要な予算を確保すること。 

また、中小河川の再度災害を防止する観点から、改良復旧事業の

採択基準の緩和など必要な措置を講じること。 
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さらに、洪水や内水氾濫等からの避難体制を迅速に構築し人命を

守るため、住民目線のソフト対策を加速させるための技術開発の推

進、財政面の支援を強化すること。 

 

②土砂災害対策 

平成２８年熊本地震、平成２９年７月九州北部豪雨、令和２年７

月豪雨、令和３年７月及び８月の大雨、令和４年９月の台風第１４

号等の被災状況等を踏まえ、がけ崩れや林地崩壊、土石流等の土砂・

流木災害の発生、ため池の決壊等を防止するため、砂防事業や治山

事業、森林整備事業、ため池整備事業等を推進する十分な予算を確

保すること。 

さらに、流木化する可能性の高い立木の伐採による下流域への被

害拡大の抑制や、広葉樹林化・針広混交林化による災害に強い森林

づくりに対する支援を行うとともに、流木捕捉効果の高いスリット

ダムの整備など、下流域への土砂・流木の流出対策に対する支援を

着実に推進すること。 

 

③盛土規制による宅地防災対策 

宅地造成及び特定盛土等規制法が成立し、全国統一の基準・規制

が設けられることとなったが、地方自治体の新たな事務や経費の

増加が見込まれることから、負担軽減に向けた制度設計を検討す

るとともに、地方財政措置を強化するなどの財政的及び技術的支

援を積極的に講じること。 

 

④海洋ごみ及び水底土砂対策 

海域を漂流する流木等や堆積した土砂・瓦礫については、漁業や船

舶の航行への影響が非常に大きいことから、海洋ごみの回収・処理等

を継続的に実施できるよう必要な予算を確保するとともに、海底に堆

積した土砂の速やかな回収・処理など、一層の対策を講じること。 

また、豪雨等の災害時に河川を介して大量に流入する流木や災害ご
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み等への対応のため、浅海域での作業能力や強力な掃海機能をもった

船舶の新規配備など、抜本的な対策を講じること。併せて、海岸漂着

物対策を推進するため、今後とも、漂着物の回収・処理に必要な予算

を確保するとともに、災害によって漁場や海岸に流入・漂着した流木、

土砂・瓦礫等の除去について、災害復旧事業の対象となるよう、制度

を創設・拡充すること。 

さらに、近年、国際的な環境問題となっているプラスチックごみに

ついて、海域環境の保全のためにも発生抑制・回収処理等の対策を講

じること。特に、閉鎖性の高い有明海・八代海等や島しょ県である沖

縄県の周辺海域においてマイクロプラスチック対策検討のための実

態調査を実施すること。 

 

（３）災害に強い道路ネットワークの構築 

平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨等では、強固に改良され

た高規格道路をはじめとした道路ネットワークが、緊急物資の輸送

路や通行不能となった道路に代わる地域の生活道路としての役割を

果たしたことから、災害に強い国土づくりに向けたリダンダンシー

確保の重要性が再認識されたところである。 

ついては、東九州自動車道、九州中央自動車道、西九州自動車道、

南九州西回り自動車道、山陰自動車道等の高規格道路のミッシング

リンクの早期解消、暫定２車線区間の４車線化はもとより、中九州

横断道路、下関北九州道路、都城志布志道路、有明海沿岸道路等と

いった地域の交流・連携・連結機能を強化する道路の整備推進・耐

震対策に必要な予算を確保すること。 

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、重要物

流道路及びその代替・補完路の追加指定については、地方の意見を

十分に反映すること。また、指定道路の整備・機能強化を推進する

とともに、そのために必要な補助制度の拡充等による財政支援を行

うこと。 

さらに、台風や豪雨災害等に伴う道路の損壊や通行止めにより、
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中山間地を中心に多くの集落が孤立する現状があることから、孤立

防止を図るための予算を確保すること。 

 

（４）社会資本の老朽化対策 

今後、急速な老朽化の進行が見込まれる社会資本について、予防

保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた対策を重点的かつ

集中的に実施していくための予算及び財源を安定的・継続的に確保

するとともに、維持管理・更新に関する新技術の開発・導入や技術

者の育成を推進すること。 
また、河川、砂防、ダム、港湾、空港、海岸、排水機場、公園施

設及び下水道等の維持管理・更新にあたっては、定期の点検等が重

要なことから、財政支援の対象を点検にまで広げるとともに、補助・

交付金制度の要件緩和や国費率のかさ上げなど、地方財政措置の拡

充を図ること。 
 

（５）被災鉄道の早期復旧に向けた支援 

令和２年７月豪雨で被災した経営基盤が脆弱なくま川鉄道の早

期復旧に向けて、災害復旧事業に係る十分な予算を確保するととも

に、甚大な被害を受けたＪＲ肥薩線については、早期の全線復旧が

実現するよう特別な財政措置を講じること。 
また、平成２８年熊本地震で被災し、令和５年７月に全線開通す

る南阿蘇鉄道についても、車両の安定運行、施設の維持管理に向け、

引き続き財政面をはじめ全面的な支援を行うこと。 
なお、鉄道軌道整備法に基づく補助制度については、地方自治体

の負担軽減のため、地方財政措置の拡充を図ること。 
 

２ 「地方創生回廊」構築、分散型社会の基盤となる社会資本整備 

（１）高規格道路の迅速かつ着実な整備 
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東九州自動車道、九州中央自動車道、西九州自動車道、南九州西

回り自動車道、那覇空港自動車道、山陰自動車道といった「高規格

道路」のミッシングリンクの早期解消を図ること。 
また、料金徴収期間の延長により確保される財源を活用し、暫定

２車線区間の４車線化について、「高速道路における安全・安心基

本計画」で位置づけられた優先整備区間の早期事業化及び事業推進

を図ること。 
併せて、事故対策や逆走防止対策も含め、高規格道路の総合的な

安全対策を計画的に推進すること。 
さらに、地域の交流・連携・連結機能を強化する高規格道路とし

て、中九州横断道路、下関北九州道路、都城志布志道路、有明海沿

岸道路などの整備促進に必要な予算総額を確保し、事業中区間の早

期供用開始、並びに未着手区間の早期事業化を図ること。 
 
（２）東九州新幹線の整備計画路線への格上げ 

全国で整備新幹線の建設が進捗していることを踏まえ、東九州新

幹線の早期整備に向けた新たな整備計画策定の調査実施や、整備計

画路線への格上げ及び所要の整備財源を確保すること。 
 

（３）港湾の整備促進 

地域の基幹産業を支える港湾物流の効率化及び企業活動の活性

化に直結する国際拠点港湾や重要港湾等における港湾施設の整備

促進を図ること。 
また、広域物流拠点の整備や機能強化に対する支援制度を創設す

るなど、モーダルシフトに対応し地方の港湾のポテンシャルを高め

る取組を支援すること。 
さらに、地域の活性化に寄与するクルーズ船の受入環境改善のた

め、既存施設を有効に活用しつつ、旅客船ターミナルや係留施設の

整備、クルーズ客の円滑な周遊を可能とする環境整備を推進すると

ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、感染防止対策
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やクルーズ船社と地域の相互理解促進の支援など、ハード・ソフト

両面における取組の推進を図ること。 
離島においては、地域経済の活性化や雇用、住民生活の安定を図

るための有効な手段となることから、ターミナル機能の強化など島

の玄関口となる港湾・漁港の整備促進を図ること。 

 

３ 地域公共交通機関の維持・確保に向けた支援 

鉄道路線、バス路線、離島航路及び離島航空路線等の地域公共交

通機関では、人口減少による利用者減や運転手等の不足、さらに、

新型コロナウイルス感染症の影響等により、交通事業者の努力だけ

では路線維持が困難な事例も生じている。 

このため、引き続き、交通機関の利便性向上や交通事業者のＤＸ

の推進など、生産性向上等に資する支援策を講ずるとともに、路線

の維持･確保に必要な現行制度の拡充並びに予算確保を図ること。 

また、離島航路や離島航空路、地域鉄道、バス路線などの地域

公共交通の維持・確保について、新型コロナウイルス感染症の影

響に伴う減収や、赤字となった事業者に対し、国費による適切な

支援を行うよう制度改善を図ること。 

さらに、交通事業者が大規模なダイヤ改正等を実施する場合に

は、地域への影響が大きいことから、関係自治体との事前協議な

ど丁寧な対応を行うよう交通事業者に対して指導及び助言を行う

こと。 

 

４ ローカル鉄道の再構築への対応 

ローカル鉄道は、地域住民の移動のみならず、観光や地方創生を

支える重要な基盤であることから、まずは、関係自治体・住民等に

対し、再構築に係る法改正の内容や制度、予算措置について、丁寧

に説明・周知等を行うこと。 

また、再構築協議会の設置や運営にあたっては、関係自治体の意

見や地域の実情を十分に踏まえ、柔軟に対応するとともに、再構築
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に係る施設整備等のみならず、再構築後の運行経費等についても継

続的にしっかりと支援すること。 

 

５ 高速道路を賢く使うための料金体系の検討 

一部に無料区間が存在する東九州自動車道等では、料金の長距離

逓減割引が通算されず、利用者が割高な料金を負担していることか

ら、引き続き高速道路を賢く使うための料金体系の検討を進めるこ

と。 
 

６ 九州・山口地域の一体的な交通ネットワーク等の構築 

交流人口の拡大などを通じた地域活性化を図り、地方創生をさら

に推進するため、全国新幹線鉄道整備法の整備スキームを参考にし

た沖縄鉄軌道の事業化に向けた取組など、九州・山口地域の一体的

な交通ネットワークの構築を推進すること。 
また、令和６年度のサービス開始に向け、官民が一体となって検

討を進めている九州MaaSについて、利便性向上による交通網の維

持、広域的な社会基盤・データ連携基盤の整備といった観点から、

財政面及び制度面での支援を積極的かつ継続的に講じること。 
 
７ 地域の暮らしを守る安全・安心な道路空間の確保 
  令和３年６月に千葉県八街市で発生した通学中の児童が犠牲と

なる痛ましい交通事故等を踏まえ、通学路の安全を確保するため、

新たに創設された交通安全対策補助制度などにより、地方公共団

体が行うソフト対策の強化とあわせた交通安全対策について、技

術的、財政的な支援を着実に推進すること。 

 

令和５年６月 

 九州地方知事会長 

熊本県知事 蒲島 郁夫 
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九州・山口地域においては、発生の切迫性が高まっている南海トラ

フ地震への対応をはじめとして、陸続きでない島しょ部での広域災

害対応など、大規模広域災害への備えを加速させていかなければな

らない。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更

されたが、病原性が異なる変異株の出現や新たな感染症に対応した

備えが不可欠である。 

今後起こり得る大規模広域災害、新たなパンデミックに備え、国と

地方が一体となって進める防災・減災対策、感染症対策等に関し、以

下の項目について適切に対応するよう求める。 
 

１ 大規模広域災害に備えた防災・減災対策 

（１）南海トラフ地震等の大規模広域災害への対応 

平成３１年３月、国において突発地震に備えることの重要性に

加え、大規模地震発生の可能性が高まった際等の防災対応の必要

性が示されたところである。 

南海トラフ地震等の大規模広域災害に備え、津波避難施設や河

川・海岸施設等の整備並びに防災訓練の実施、地方の応急対策、後

発地震対応等に資する取組が進められるよう、十分な予算の確保

並びに財政支援の拡充等を講じるとともに、産業・雇用の中核であ

り、かつ災害時にも重要な役割を担うコンビナート施設等への災

害予防対策を強化すること。 

また、国民への迅速・正確な震度・津波情報等の提供及び緊急的

な防災体制の確立に資するため、南海トラフの西側の領域におけ

る地殻変動や地震津波の観測・監視体制（Ｎ－net）の早期完成と

大規模広域災害に備えた  
防災・減災対策等について 
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震度情報ネットワークの再構築など、地震観測体制の充実強化に

取り組むこと。 
 

（２）広域的な物流拠点の整備等に向けた支援 

平成２８年熊本地震では、県の広域防災活動拠点が被災し使用

不能となる状況が生じたことから、国を主体とする救援物資保管

施設等の整備を進めること。 

また、九州・山口各県では、近隣県の物資集積拠点の相互利用や、

補完的施設としての民間物流施設の活用について検討を進めてい

ることから、広域的な物資集積拠点の整備や物流体制の構築に向

けた取組に対し、支援を行うこと。 
 

（３）島しょ部における広域災害等への対応 

陸続きでない島しょ部は、輸送交通手段が限られるなど、地理的

制約があることから、人や物資の輸送方法をはじめとする島しょ部

への支援について、国としても検討を進めること。 

とりわけ沖縄県への広域応援のあり方については、これまで九州

地方知事会としても広域応援訓練等に取り組んできたところであ

るが、国としても検討を進めること。 

また、琉球海溝付近においても、南海トラフ地震のような海溝 

型の巨大地震が起きる可能性があることが大学等の研究で明らか

になっていることから、国においても検証・評価を行うこと。 
 

（４）火山災害対策 

火山災害から人命を守るため、監視・観測体制の強化や予知に関

する技術開発を進めるとともに、観測機器の整備や機能強化、避難

体制の構築、堰堤や避難道路の整備等に対する技術支援及び財政支

援を拡充すること。 

また、降灰などが断続的に続いている地域では、農林水産業や観

光業等への被害や悪影響が生じていることから、風評被害も含めた

対策への支援を強化すること。 
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（５）災害救助法制度等の見直し 

都道府県の裁量による適時的確な応急救助が可能となるよう、救

助の期間や資金使途などの制約の撤廃等を行うとともに、災害ボラ

ンティアセンターの設置・運営などの経費に対する災害救助法の適

用範囲の拡大や災害救助費全般に係る国庫負担率の引上げ、救助事

務費の上限額の見直しや国庫負担額の嵩上げなど、既存法律等の見

直しを行うこと。 

特に、救助事務費については、災害が発生するおそれがある段階

での法適用や、いわゆる４号基準による法適用において、応急救助

が主に避難所運営で終始した場合に、現行制度では実際にかかった

経費（職員の人件費等）に対して十分な国費の措置がなく、地方負

担が大きい。このため、地方自治体が躊躇なく法適用できるよう、

事務費については、上限額の引上げなど避難所運営のみの応急救助

となった場合等にも適切な国費が措置される対策を講じること。 

さらに、被災者への罹災証明書の交付にあたって、市町村が行う

住家被害認定調査について、財政支援を行うこと。 
 

（６）被災者生活再建支援制度の見直し 

現行制度は、同一災害・同程度の被災であっても、居住する市町

村によって支援の差が生じる等の問題があることから、一部市町村

のみが適用となる自然災害が発生した場合には、全ての被災市町村

に支援対象を拡充するよう、制度を見直すこと。 

支援対象に含まれない半壊世帯・準半壊世帯・一部損壊世帯のほ

か、宅地の復旧や店舗兼住宅等も支援対象に加えるとともに、長期

間の仮住まいを余儀なくされる被災者に対する支援策を講じるこ

と。また、住宅被害が少なく、法に定める自然災害に該当しない場

合であっても、火山噴火等により避難が長期にわたり継続する場合

は支援金を支給するなど、制度の見直しを図ること。 

さらに、制度の見直し等が行われるまでの間、国の制度の対象外

となっている被災者に対し、地方が独自に支援する場合には、地方

への財政支援を行うこと。 
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加えて、被災者の意向に沿った住まいの再建ができるよう、応急

救助から自立再建まで含めた総合的な支援制度を創設すること。 
 

（７）建築物の耐震化に対する支援 

不特定多数の者が利用し、災害時の避難所等としての機能も期待

される大規模建築物について、耐震設計及び耐震改修に係る費用へ

の補助に必要な予算を確保するとともに、地方への財政支援の拡充

等を図ること。 

また、災害時において重要な拠点となる防災拠点建築物や避難路

を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化に係る費用について

も、同様の対策を講ずること。 

さらに、救急病院、福祉避難所、ホテル・旅館も含めた避難所と

して活用される施設の耐震化や建替えに要する費用への補助制度

の拡充を図ること。 

 

（８）近年の大規模災害を踏まえたライフラインの強靱化等の推進 

大規模災害から地域住民の生命・財産を守り、地域の経済社会活

動を維持できるよう、その基盤となる電力・水道インフラ、交通イ

ンフラなどライフラインの強靱化や液状化対策を推進すること。 

 

２ 頻発する大規模災害に備えた体制確保 

  近年、数十年に一度と言われるような大規模な災害が頻発して

おり、今後、どの地域で発生してもおかしくない状況にある。 

  大規模な被害を受けた自治体では、国や他の地方自治体からの

応援を受けながら、災害への対応に取り組んでいる。 

  今後も、国・地方をあげて、予測できない大規模災害に対して迅

速かつ円滑に対応できるよう、国・地方において必要な体制を維

持・確保すること。 
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３ 平成 28 年熊本地震の経験を踏まえた復旧・復興までの持続的な

支援 

被災者の生活再建や災害復旧・復興等には、長い年月と多額の経

費を要することから、今後の本格的な復旧・復興に向けて、中長期

的な財政措置の継続や予算の確保など、引き続き地方負担を最小

化するために必要な措置を講じること。 

また、平成２８年熊本地震対応のため講じられた特別な財政措

置等で、今後の大規模災害発生時に必要不可欠なものは勿論のこ

と、新たなまちづくりに向けた復興交付金制度の創設とその常設

化を図るなど、被災自治体が復旧・復興の取組に注力できるような

仕組みを構築すること。 

 

４ 今後の感染症危機への対応について 

（１） 新型コロナウイルス感染症への取組を踏まえた今後の感染症

危機への対応 

  オミクロン株とは病原性が異なる変異株の出現や新たな感染症

への備えが不可欠である。医療提供体制や私権制限の在り方など

も含め、これまでの新型コロナへの対応で蓄積されたデータや知

見、経験を生かして、科学的な分析・検討を行い、次なる感染症危

機に備えた体制整備を早急に進めること。 

 

（２） 防疫対策拠点の整備 

  新型コロナウイルス感染症の経験に鑑み、新たなパンデミック

への備えとして、「人と動物の健康と環境の健全性を一つの健康」

と考える「ワンヘルス」の理念のもと、関係機関が連携して人獣共

通感染症と薬剤耐性の対策を推進する防疫対策の拠点を九州に早

期に整備すること。 

 

令和５年６月 

 九州地方知事会長 

    熊本県知事 蒲島 郁夫 
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